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労働契約について

1. 有期労働契約

2. 無期労働契約

前提として2



有期労働契約について
前提として

１年 １年 １年

締結 更新 更新

就業期間を 1年とか半年とか（有期）、決め
る働き方
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有期労働契約について
前提として

①入社時（締結時）、更新時には、『労働条件通知書』が必要
②次回契約の更新の有無と、判断基準を記載する

a) 契約更新の有無
ｱ）自動的に更新する ｲ）更新する場合がありうる
ｳ）契約の更新はしない ｴ）その他

b) 更新の判断基準
ｱ）契約期間満了時での業務量 ｲ）勤務成績・態度
ｳ）会社の経営状況 ……etc.
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無期労働契約について
前提として

締結
（入社）

定年
たとえば60歳

65歳

就業期間を 入社から定年までと決める働き方
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会社を辞めることについて
① 退職
② 解雇（労働契約法 第16条、17条）

③ 契約期間満了（労働契約法 第19条）

④ 定年 「雇止め」問題

⑤ 死亡

前提として6



本日のセミナーの内容について

① 就業場所・業務の変更の範囲の明示

Ⅱ 無期転換申込権とその特例

Ⅰ 労働条件明示のルール変更について

Ⅲ 特例の申請方法について
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② 更新上限の明示

③ 無期転換申込み機会の明示

④ 無期転換後の労働条件の明示



労働条件明示ルールの改正①
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労働条件明示ルールの改正②

２０２４年４月から、労働条件の明示のルールが変
更されています。
Ⅰ 就業場所・業務の変更の範囲
の明示

Ⅱ 更新上限の有無と内容の明示
Ⅲ 無期転換申込み機会の明示
Ⅳ 無期転換後の労働条件の明示

（※Ⅴ 均衡を考慮した事項の説明）
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全ての労働者

有期契約労働者



労働条件明示ルールの改正③

Ⅰ 就業場所・業務の変更の範囲
の明示
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全ての労働契約の締結と有期労働契約の
更新のタイミングごとに、「雇い入れ直
後」の就業場所・業務の内容に加え、こ
れらの「変更の範囲」についても明示が必
要になります。※「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによっ

て変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。



労働条件明示ルールの改正④

Ⅱ 更新上限の有無と内容の明示
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有期労働契約の締結と更新のタイミング
ごとに、「更新上限の有無」と「内容」の
明示が必要になります。

※「更新の上限」とは、有期労働契約の通算契約期間
または更新回数の上限のこと。



労働条件明示ルールの改正⑤

Ⅲ 無期転換申込機会の明示
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「無期転換申込権」が発生する更新のタイ
ミングごとに、無期転換を申し込むことが
できる旨の明示が必要になります。

※初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満
了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のた
びに、今回の改正による無期転換申込み機会の明示が
必要になります。



労働条件明示ルールの改正⑥

Ⅳ 無期転換後の労働条件の明示
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「無期転換申込権」が発生する更新のタイ
ミングごとに、無期転換後の労働条件の明
示が必要になります。

※初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満
了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のた
びに、今回の改正による無期転換後の労働条件の明示
が必要になります。



労働条件明示ルールの改正⑦

Ⅴ 均衡を考慮した事項の説明
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無期転換後の労働条件に関する定めをするに当
たって、就業の実態に応じ、他の通常の労働者
との均衡を考慮した事項※について説明するよ
う努めることになります。

※ 業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など



労働条件明示ルールの改正⑧
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無期転換申込権について ①

その1
有期労働契約者（契約社員やアルバイトなどの名称を問わず、
雇用期間が定められた社員。） の申し込みにより、期間の定めの
ない労働契約に転換されます。
その2
無期転換の申し込みがあった場合、申込み時の有期労働契約が
終了する日の翌日から無期労働契約になります。

有期労働契約者が5年を超えて契約を更新された
ら、無期転換申込権が発生する制度です。
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無期転換申込権について ②
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無期転換申込権について ③

無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が
発生する前に雇止めや契約期間中の解雇等を行うことは、労働契約法の趣旨に
照らして望ましいものではありません。

●有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に
設けたとしても、不当な雇止めとして許されない場合もありますので、慎重な
対応が必要です。
●契約更新上限を設けた上で、クーリング期間を設定し、期間経過後に再雇用
を約束した上で雇止めを行うことなどは、法の趣旨に照らして望ましいものと
は言えません。
●契約期間の途中で解雇することは、やむを得ない事由がある場合でなければ
認められません。

雇止めや契約期間中の解雇等
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無期転換申込権の特例について ①-1

① 労働局⾧の認定を受けた事業主の下で、
② 定年に達した後、引き続いて雇用※1される
有期労働契約の高年齢者には、（その事業主に定年後

引き続いて雇用される期間は）無期転換申込権が発生し
ません。 ※1 特殊関係事業主含む

無期転換申込権の特例とは
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無期転換申込権の特例について ①-2

無期転換申込権の特例とは
定年

（60歳）

無期労働契約

有期労働契約

（65歳）

5年を超えて契約が継続しても無期転
換申込権は発生しない

５年
20

※定年が60歳の会社
※当該労働者は、正社員として
60歳まで働き、その後嘱託等の
名称（有期労働契約）で継続勤
務した場合



無期転換申込権の特例について ②-1

継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
継続雇用制度（65歳までの雇用の義務）を達成
するため、自社内の他、子会社・関連会社など
特殊関係事業主との契約に基づき特殊関係事業
主が引き続いて雇用する制度も可能

特殊関係事業主とは
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無期転換申込権の特例について ②-2

継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
継続雇用制度（65歳までの雇用の義務）を達成するため、自社内のほか、
子会社・関連会社など特殊関係事業主との契約に基づき特殊関係事業主が
引き続いて雇用する制度も可能

特殊関係事業主とは

自社

親法人等

子法人等

親法人等
の子法人等

親法人等
の関連法人等

関連法人等

親子関係

関連法人

22



無期転換申込権の特例について ③-1

①定年に達した後、（特殊関係事業主では
ない）別な会社で継続雇用される場合

②定年に達したのではなく雇用された有期
労働契約者

特例の対象とならない場合
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無期転換申込権の特例について ③-2

特例の対象とならない場合 ①
定年（例えば60歳）

無期労働契約 有期労働契約

（例えば65歳）

５年

A会社で定年に達し、特殊関係事業主ではないB会社で引き続き有期労働契約で就業した。この場合、
B会社で5年を超えて契約を更新すると、無期転換申込権が発生する。

A会社 B会社
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無期転換申込権の特例について ③-3

特例の対象とならない場合 ②
定年（例えば60歳）

無期労働契約 有期労働契約

（例えば65歳）

５年

57歳で入職し、契約期間が5年を超えた（例えば）63歳で無期転換可能

62歳で入職し、契約期間が5年を超えた（例えば）68歳で無期転換可能
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特例の申請方法について ①

①特例の対象労働者に関して、雇用管理に関する措置に
ついて計画を作成します

②事業主は、作成した計画を、静岡労働局へ提出します
③静岡労働局は、計画が適正であれば、認定を行います
④認定を受けた事業主に雇用される特例の対象労働者に
対して、無期転換ルールに関する特例が適用されます

特例の申請の流れ
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特例の申請方法について ②

申請書の作成方法①

1 申請事業主について

2 雇用管理に関する措置
について

3 その他（雇用確保措置
について）
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特例の申請方法について ③

1 申請事業主について

申請書の作成方法②
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特例の申請方法について ④

2 雇用管理に関する措置について

一つで可

申請書の作成方法③
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特例の申請方法について ⑤

3 その他（雇用確保措置について）
① ② ③

申請書の作成方法④
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特例の申請方法について ⑥

②
持
込
み

③
郵
送

①
持
込
み

申請書の提出方法①
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特例の申請方法について ⑦

申請書の提出方法②

① 労働基準監督署への持込みの場合
用意するもの
a) 第二種計画認定・変更申請書
b) 疎明資料
※それぞれ２部
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特例の申請方法について ⑧

申請書の提出方法③

静岡労働局へ ②持込み ③郵送 の場合

②持込み:「労働基準監督署」の場合と同じ
③郵送:返信用として、下記のどちらかの同封を推奨

させていただいています。
a) ﾚﾀｰﾊﾟｯｸﾌﾟﾗｽ
b) 簡易書留分の切手を貼った封筒

用意するもの a) 第二種計画認定・変更申請書 b) 疎明資料※それぞれ２部
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その他わからないこと不
明な点があれば、コンサ
ルティングや個別相談を
実施しています。お気軽
にご連絡ください。

静岡労働局
雇用環境・均等室
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ご清聴ありがとうございま
した

静岡労働局
雇用環境・均等室
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